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長野県告示第39号

　救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第８号）第１条の規定により認定した救急病院は、次のとおりである。

　　令和７年２月６日

	 長野県知事　阿　部　守　一

名　　　称 所　　在　　地 認定の有効期限

医療法人仁雄会　穂高病院 安曇野市穂高4634番地 令和10年２月６日

医療政策課

長野県告示第40号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及

び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によるものとされる場合を含

む。）の規定により、医療機関を次のとおり指定しました。

　　令和７年２月６日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　病院、診療所又は薬局

名　　　　　称 所　　　在　　　地 指	定	年	月	日

大町市国民健康保険八坂診療所 大町市八坂1109番地11 令和６年11月14日

吉川歯科医院 飯田市馬場町２丁目104番地 令和６年11月１日

有限会社　ともえ薬局 飯田市鼎西鼎616－１ 令和６年11月５日

ライフ薬局伊那 伊那市下新田3101－４ 令和６年12月１日
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地域福祉課

長野県告示第41号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によるものとされる場合

を含む。）の規定により、指定を受けた医療機関からその業務を廃止する旨、次のとおり届出がありました。

　　令和７年２月６日

	 長野県知事　阿　部　守　一

病院、診療所又は薬局

名　　　　　称 所　　　在　　　地 廃	止	年	月	日

西友豊科薬局 安曇野市豊科南穂高778－１ 平成28年９月30日

井上医院 飯田市松尾代田580－１ 令和６年11月30日

大町市国民健康保険八坂診療所 大町市八坂987番地１ 令和６年11月13日

大槻医院 諏訪郡原村15739-2 令和６年11月30日

吉川歯科医院 飯田市馬場町２－104 令和６年10月31日

有限会社　ともえ薬局 飯田市鼎西鼎617－８ 令和６年11月４日

北原眼科医院 伊那市荒井3473番地 令和６年11月１日

アイ歯科診療所 駒ヶ根市赤穂9322－１ 令和６年10月17日

上條歯科医院 茅野市仲町４－１ 令和６年11月１日

地域福祉課

長野県告示第42号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条において準用する第49条（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰

国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によ

るものとされる場合を含む。）の規定により、施術者を次のとおり指定しました。

　　令和７年２月６日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　施術者又は助産師

氏　　　　　名 住　　　　　　　所 指	定	年	月	日

中山　健次 佐久市中込２－２－２ 令和６年12月３日

２　施術所又は助産所

名　　　　　称 所　　　在　　　地 指	定	年	月	日

橋場治療院 佐久市中込２－２－２ 令和６年12月３日

上條歯科医院 茅野市仲町８－７ 令和６年11月２日

中島産婦人科小児科 千曲市上山田温泉１－１－２ 令和６年11月１日

２　指定訪問看護事業者等

名　　　称 主たる事業所の所在地
訪問看護ステーション等の
名称

訪問看護ステーション等の
所在地

指	定	年	月	日

株式会社スタッフシ
ュウエイ

愛知県東海市名和町後
酉19番地

アクア伊那訪問看護ステー
ション

伊那市美篶9151番地４ 令和６年11月１日

医療法人　追分クリ
ニック

安曇野市穂高北穂高
2982番地５

ふぁーすとステーション追
分

安曇野市穂高北穂高2982番
地５

令和６年11月１日
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地域福祉課

長野県告示第43号

　液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和42年法律第149号）第35条の６第１項の規定により、次

のとおり液化石油ガス販売事業者を認定しました。

　　令和７年２月６日

	 長野県知事　阿　部　守　一

氏名又は名称
及び代表者の氏名

住所又は所在地 認定年月日

みなみ信州農業協同組合
代表理事組合長　寺沢	寿男

飯田市鼎東鼎281番地 令和７年１月22日

産業技術課

長野県告示第44号

　農林水産大臣から、次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けましたので、森林法（昭和26年法律第249号）第30

条の規定により告示します。

　　令和７年２月６日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　保安林予定森林の所在場所

　　安曇野市穂高有明7732 の 30（次の図に示す部分に限る。）、3749

２　指定の目的

　　土砂の流出の防備

３　指定施業要件

　(1)	立木の伐採の方法

　　ア　主伐は、択伐による。

　　イ	　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の

ものとする。

　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　(2)	立木の伐採の限度

　　　次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県林務部森林づくり推進課及び安曇野市役所に備え置いて

縦覧に供する。）

森林づくり推進課

長野県告示第45号

　長野県収入証紙条例（昭和39年長野県条例第58号）第16条第２項の規定により、令和７年１月30日、次の売りさばき人の

指定を取り消しました。

　　令和７年２月６日

	 長野県知事　阿　部　守　一

売りさばき人の氏名（名称） 住　　　所 売りさばき場所

ふじのや 長野県伊那市西春近7078－１
長野県伊那市西春近7078－１
ふじのや

会　計　課


